
協議第２７号          
 

   広域化に伴い臨時的に必要となる経費について 

 

 次の調整結果について協議を求める。 

 

  令和４年５月９日提出 

 

上尾市・伊奈町消防広域化協議会 

会 長  畠 山  稔 

 

調整結果 

 

１ 広域後の業務を円滑に行うために、広域化に起因する施設等

の改修や整備を広域化に伴い臨時的に必要となる経費として

取り扱う。 

２ 広域化に伴い臨時的に必要となる経費に対しては、国及び埼

玉県の財政支援制度を活用する。 

          の活用を図る。 

 

（説明） 

広域化に伴い臨時的に必要となる経費にかかる項目 

項  目 内  容 関係市町 

１ 貸与品の統一 被服等の貸与品を上尾市に統一 伊奈町 

２ 消防指令センターの

改修 

統合に係るシステムの改修等 上尾市・伊奈町 

３ 庁内 LANの整備 伊奈分署に庁内 LAN整備 伊奈町 

４ 車両表示 消防車両８台分の表示を変更 伊奈町 

５ 庁舎看板等 消防署所名称変更に伴い庁舎看

板等の製作 

伊奈町 

６ 例規の整備 改廃必要例規の整備 伊奈町 

 

 

 

協議結果 

 

 ２について、財政支援を受けられると確定しているわけでは

ないため、見え消しのとおり変更し、承認する。 

 


